
農林土木工事特記仕様書（令和 7 年 8 月 1 日以降適用） 

 
（農林土木工事共通仕様書の適用） 
第１条 本工事は、徳島県農林水産部「徳島県農林土木工事共通仕様書令和６年10月」に 

基づき実施しなければならない。ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基 
準」で示された示方書、指針、便覧等は改定された最新のものとする。 
なお、工事途中で改定された場合は、この限りでない。 

（農林土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項） 
第２条 「徳島県農林土木工事共通仕様書令和６年10月」に対する特記事項は、次のと 

おりとする。 
（共通仕様書の読み替え）【変更】 
「1-1-1-24 建設副産物」において、「建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢ 
ＲＩＳ」という。）」とあるのは「コブリス・プラス」と読み替えるものとする。 
（現場代理人及び主任技術者等）【変更】 
1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 
1.選任通知 
（4）受注者は、選任通知書に次のものを添付しなければならない。 
② 監理技術者を選任した場合（下請金額の総額が5,000 万円以上）は、監理技術者資 
格者証及び監理技術者講習修了証（それぞれ表、裏とも） 
（１日未満で完了する作業の積算） 
第３条 １日未満で完了する作業の積算（以下、「１日未満積算基準」という。）は、変

更積算のみに適用する。 
２  受注者は、別に定める「１日未満で完了する作業の積算（農林土木）」の別表に掲載 

されている施工パッケージ単価において、施工パッケージ型積算基準と乖離があった 
場合に、１日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。 

３  同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満 
積算基準は適用しない。 

４  受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面、その他 
協議に必要となる根拠資料（日報、見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケ 
ージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

５  災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用 
して積算する場合等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場 
合には、１日未満積算基準を適用しない。 

（仮設トイレの洋式化） 
第４条 受注者は、仮設トイレを設置する場合、原則として「洋式トイレ」を設置しなけ 



ればならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイ
レ（快適トイレ）｣を設置しなければならない。なお、特段の理由がある場合はこの限り
ではない。 
２  受注者は、設計図書の変更までに、「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなけ 

ればならない。 
 


